
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【提出書類】 

  

市街地再開発事業予定地内で 

土地を有償譲渡する場合は届出が必要です 

〈お問合せ先及び届出の担当窓口〉 
目黒区街づくり推進部 地区整備課 自由が丘担当 (総合庁舎 6 階) 
TEL： 03ー5722ー9430 (直通) FAX： 03ー5722ー9239 

 
目黒区ウェブサイト 
二次元コード 

日
経
過 

30 

（裏面あり） 



【届出対象範囲図】 

 
【根拠条文】

 

 

１ 市街地開発事業に関する都市計画についての第二十条第一項（第二十一条第二項において準用す
る場合を含む。）の規定による告示又は市街地開発事業若しくは市街化区域若しくは区域区分が定めら
れていない都市計画区域内の都市計画施設に係る第五十五条第四項の規定による公告があつたとき
は、都道府県知事等（同項の規定により、次項本文の規定による届出の相手方として公告された者が
あるときは、その者。以下この条において同じ。）は、速やかに、国土交通省令で定める事項を公告す
るとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業予定地内の土地の有償譲渡について、次項か
ら第四項までの規定による制限があることを関係権利者に周知させるため必要な措置を講じなければ
ならない。 

２ 前項の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業予定地内の土地を有償で
譲り渡そうとする者（土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を
除く。）は、当該土地、その予定対価の額（予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基
準として金銭に見積つた額。以下この条において同じ。）及び当該土地を譲り渡そうとする相手方その
他国土交通省令で定める事項を書面で都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、当該土地
の全部又は一部が、文化財保護法第四十六条（同法第八十三条において準用する場合を含む。）の規定
の適用を受けるものであるとき、又は第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に
おける当該公告に係る都市計画事業を施行する土地に含まれるものであるときは、この限りでない。 

３ 前項の規定による届出があつた後三十日以内に都道府県知事等が届出をした者に対し届出に係る
土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地について、都道府県知事等と届出をした者との
間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。 

４ 第二項の届出をした者は、前項の期間（その期間内に都道府県知事等が届出に係る土地を買い取
らない旨の通知をしたときは、その時までの期間）内は、当該土地を譲り渡してはならない。 

５ 前条第四項の規定は、第三項の規定により土地を買い取った者について準用する。 



別記様式第１１（第４３条関係） 
土 地 有 償 譲 渡 届 出 書 

年  月  日 
目黒区⾧ 宛て 

 
譲り渡そうとする者 住 所  

氏 名  
 
都市計画法第５７条第２項本文の規定に基づき、下記により、届け出ます。 

記 
１ 譲り渡そうとする相手方に関する事項 

譲り渡そうとする相手方 住 所  
氏 名  

２ 土地に関する事項 
所在及び地番 地 目 地 積 当該土地に存する所有権以外の権利 

種 類 内 容 当該権利を有する者の氏名及び住
所 

      
３ 当該土地に存する建築物その他の工作物に関する事項 

所在及び地番 用 途 構造の概要 延べ面積 当該建築物その他の工作物の所有者の氏
名及び住所 

     
４ 予定対価の額に関する事項 

予 定 対 価 の 額  
５ その他参考となるべき事項 
 
備考 
１ 「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林等の区分により、その現況を記載すること。 
２ 「地積」の欄には、登記簿に登記された地積（旧土地台帳法の規定の適用がある場合においては土地

台帳に登録された地積）を記載すること。実測地積が知れているときは、当該実測地積を「地積」の欄
にかっこ書きで記載すること。 

３ 「内容」の欄は、存続期間、地代等当該権利の内容をできる限り詳細に記載すること。 
４ 「予定対価の額」の欄には、予定対価が金銭以外のものであるときは、その数量及び金銭に見積もっ

た額を記載すること。 
５ 譲り渡そうとする者、譲り渡そうとする相手方、土地に存する所有権以外の権利を有する者又は当

該土地に存する建築物その他の工作物の所有者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称
及び代表者の氏名を記載すること。 

 


